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  市報さいき制作業務委託≪令和８年度～令和10年度≫の内容及び公募型プロポーザルに

関する各種手続き、要件及び選定等の内容について必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１ 業務委託の趣旨 

「市報さいき」（以下、「市報」という。）は、市政に関する必要な事項及び市が進め

る政策の目的を市民に周知し、その理解を深めるとともに、観光イベント情報や健康・福

祉、市民や生産者、企業へのインタビューなど、様々な切り口から佐伯市の魅力を紹介す

る広報紙である。 

その制作業務を、民間のアイデアや活力を導入することにより、多くの市民からより親

しまれ、手に取りたくなる広報紙を安定的に制作することを目指すものである。 

 

２ 業務の概要 

 （１）業務名 

    市報さいき制作業務委託≪令和８年度～令和 10年度≫ 

 （２）委託期間 

    契約締結日から令和 11年３月 31日まで 

 （３）業務の範囲 

 「市報さいき制作業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり 

 （４）提案上限額 

32,769,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

※この金額は契約金額の上限額を示すものであり、この金額で契約を約束するもの

ではない。 

 

３ 参加資格等 

  次の項目を全て満たす者とする。 

 （１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定にいずれも

該当していない者であること。 

 （２）市税等の滞納がない者であり、破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続

き開始の申立て、会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立

て及び民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。 

 （３）暴力団員又はその構成員による実質的な経営の関与等、暴力団員との関係を持たな

い者であること。 

（４）「令和７年度 物品等競争入札参加有資格者名簿」に登録のある大分県内の事業者で、

仕様書に記載する業務内容を実施できる能力を有しており、随時、迅速かつ具体的な

連絡・調整・協議等が可能な者であること。不慮の事故などの際にも対応できるよう

に、５人以上の業務体制を整えておくこと。 
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４ 事業者選定方法 

  公募型プロポーザル方式とし、企画提案書及びプレゼンテーション等を基に審査して委

託候補者を選定する。 

 

５ スケジュール 

 （１）質問票の受付期間 令和７年 11月 4日（火） 

～令和７年 11月 14日（金）12時 

 （２）質問票に対する回答 令和７年 11月 18日（火）までに市のホームページで公開 

  （３）参加申込書等提出期限 令和７年 11月 21日（金）17時まで 

 （４）参加資格審査  令和７年 11月 25日（火）～27日（木） 

 （５）資格審査結果通知発送 令和７年 11月 27日（木） 

 （６）企画提案書の提出期限 令和７年 12月５日（金）12時まで 

 （７）プレゼンテーション 令和 7年 12月 16日（火） 

 （８）委託候補者決定通知 令和７年 12月 19日（金）予定 

 （９）契約締結  令和 7年 12月 26日（金）予定 

 

６ 参加申込みの手続き 

 （１）参加申込み 

    参加者は、次の資料を各１部提出すること。 

  ア 提出書類 

   ① プロポーザル参加申込書（様式１） 

   ② 会社概要及び過去３年間の主な媒体制作等の実績（様式２） 

   ③ 業務体制表（様式３） 

   ④ 誓約書（様式４） 

    

  イ 提出期限 

    令和７年 11月 21日（金）17時まで ※必着 

  ウ 提出方法 

    第 15項の問い合わせ先まで、直接持参または郵送とする。 

    郵送の場合は、簡易書留郵便とし、提出期限までに到着したものに限る。 

（２）辞退 

    参加申込書を提出した後に辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届（様式５）を

企画提案書の提出期限（令和７年 12月 5日（金）12時）までに提出すること。 

 

７ 参加資格等の審査 

  提出された書類について、参加資格要件に基づき審査を行い、審査後、各参加者に通知

する（令和７年 11月 27日発送）。 

 

８ 質問票の提出手続き等 

プロポーザルに参加しようとする者は、募集に関する質問票を提出することができる。 

 （１）受付期間 

    令和７年 11月４日（火）から令和７年 11月 14日（金）12時まで ※必着 
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 （２）提出方法 

    第 15項の問い合わせ先に質問票（様式６）を電子メールで送信すること。なお、提

出した場合は電話でメール着信の確認を行うこと。 

 （３）回答方法 

    全ての質問及びその回答は、質問した事業者名等を伏せた上で、質問に対する回答

を市のホームページに公開する。 

 

９ 企画提案書等の提出方法等 

  参加者は、企画提案書作成要領（別添１）に基づき、企画提案書等を提出するものとす

る。 

（１）提出書類 

企画提案書作成要領（別添１）による。 

 （２）提出期限 

    令和７年 12月５日（金）12時まで ※必着 

 （３）提出方法 

    第 15項の問い合わせ先まで、直接持参または郵送とする。 

    郵送の場合は、簡易書留郵便とし、提出期限までに到着したものに限る。 

 

10 プレゼンテーション 

  企画提案について、次のとおりプレゼンテーションを実施する。 

 （１）実施日時及び場所は次のとおりとし、実施時間等の詳細は別途通知する。 

 ア 期日：令和７年 12月 16日（火） 

 イ 場所：佐伯市役所本庁舎６階 第２委員会室 

（２）プレゼンテーションに際しての時間配分は、次のとおりとする。 

 ア 説明時間：25分以内 

 イ 質疑応答：15分程度 

（３）留意事項等 

審査に公平性を期すため、ブラインド方式により事業者名を伏せて行う。なお、説

明は、参加申込書類「業務体制表（様式３）」で示されたいずれかの者が行う。出席

者は３人以内とする。市報編集などに係る専門用語は使用せず、誰もが分かりやすい

言葉で説明すること。 

企画提案書をもとにそれを補足する内容をプレゼンテーションで説明することとし、

当日の追加資料の配布など、事前に提出された企画提案書以外の資料を使用しての説

明は不可とする。ただし、事前資料を見やすく拡大したものや内容を補足するパワー

ポイントなどを使用しての説明は可能とする。 

会場には、スクリーン及び電源のみ準備するが、その他必要なものは参加者が準備

すること。 

 

11 選定方法等 

（１）選定方法 

価格のみの競争ではなく、事業者の専門性、技術力のほか業務実績や経験など、そ

の適格性を確認するため提出書類やプレゼンテーションの内容を審査し、最も高い評
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価を受けた者から順に委託候補者及び次点候補者として選定する。このとき、評定点

が総得点の６割未満の場合は、委託候補者等を選定しない。また、評定点が同点の場

合は、選定委員会の委員長及び委員による合議で委託候補者を決定する。 

（２）選定委員会 

委託事業者の審査・選定にあたり、「市報さいき制作業務委託事業者選定委員会」（以

下「選定委員会」という。）を設置する。選定委員会は委員長１名及び委員６名をもって

組織し、評価基準及び配点を定め、企画提案等の評価を行う。 

 （３）評価基準及び配点  

評価基準 配点 

ア 取組方針・制作業務への取組 280点 

イ 企画・編集・デザイン、訴求力 490点 

ウ 業務体制 140点 

エ 見積額 90点 

総得点 1,000点 

  

（４）選定結果の通知・公表 

選定委員会における選定結果については、参加者全員に通知する。なお、審査の内容、

結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては受け付けない。また、選定結果については

市のホームページに公開する。 

 

12 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）仕様書、本実施要項等に示された条件等に適さない場合 

（２）参加申込書に記載された者以外が提案を行った場合 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（４）審査結果に影響を与えるような不正を行った場合 

（５）その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合 

 

13 契約手続き 

  委託候補者は、市と契約締結に向けた協議を行った上で、随意契約による方法で契約手

続きを行うものとする。なお、委託候補者との協議において合意に至らなかった場合は、

市は次点候補者との協議を行う。 

 

14 その他留意事項 

 （１）企画提案書の作成等、参加に係る一切の費用は参加者の負担とする。 

 （２）プロポーザル参加申込書、企画提案書等の提出書類は返却しない。 

 （３）企画提案書等は、本業務委託候補者選考以外で提案者に無断で使用しないものとす

る。ただし、市が本プロポーザルの報告や公表等について必要がある場合はこの限り

ではない。 

 （４）「市報さいき制作業務委託≪令和８年度～令和10年度≫」における成果品に関する原
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版及びデータの所有権並びに印刷物の著作権等、一切の権利は、市に帰属するものと

する。また、市報さいきに使用することを目的として制作されたデザイン、イラスト、

図表、地図、ロゴなどの一切は、目的の範囲に限り、市は事業者の許可を受けること

なく継続して使用できるものとする。 

 （５）各手続きや問い合わせ等に可能な時間帯は、９時から12時及び13時から17時までと

し、土・日・祝日、年末年始期間の閉庁日は除く。 

 （６）本実施要項に定める事項のほか必要な事項については、別途市が定めるものとする。  

 

15 問い合わせ先 

  佐伯市役所総務部秘書広報課広報係 

   住 所：〒８７６－８５８５ 

 大分県佐伯市中村南町１番１号 

   電 話：０９７２－２２－３２８１ 

ＦＡＸ：０９７２－２２－３１２４ 

  E-mail：kouhou@city.saiki.lg.jp 


